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第４節　支援等のための体制整備への取組

報検索の方法に関する説明も合わせてホー
ムページで公開し、その利用を促している。
さらに、犯罪被害者等から関係機関・団体の
窓口に、当該機関などで実施している支援以
外の問い合せが寄せられた場合には、コール
センターや全国の地方事務所を紹介してもら
い、適切な支援窓口や精通弁護士の紹介など
を行っている。

⑾　臨床心理士による犯罪被害者等に対
する支援活動についての調査研究の実
施

　文部科学省において、「臨床心理士の資質
向上に関する調査研究」を行った（Ｐ41⑿「犯
罪被害者等に関する専門的知識・技能を有す
る臨床心理士の養成等」参照）。

⑿　虐待を受けた子どもの保護等に携わ
る者の研修の充実
厚生労働省において、児童虐待問題や非

行・暴力などの思春期問題に対応する第一
線の専門的援助者の養成などを行う「日本虐
待・思春期問題情報研修センター（子どもの
虹情報研修センター）」において、児童相談
所、児童福祉施設、市町村職員、保健機関
などの職員を対象とする各種の専門研修を行
い、これら職員の資質の向上が図られている。

⒀　民間の団体の研修に対する支援
警察・法務省・厚生労働省・文部科学省・
国土交通省において、研修に関する講師派遣
や会場の借上げなどの支援を行っている（Ｐ
94⑷「民間の団体への支援の充実」参照）。

３ 民間の団体に対する援助（基本法第22条関係）民間の団体に対する援助（基本法第22条関係）
《基本計画策定以前からの施策で、基本計画
策定後も引き続き実施するもの》

⑴　犯罪被害者等早期援助団体に対する
直接支援業務の委託

　警察において、犯罪被害者等早期援助団体
（Ｐ96　コラム７「民間団体の取組」参照）

で直接支援員として被害者支援活動に従事し
ている者に対し、公判出廷の付添い、病院な
どの手配などの直接支援業務を委託している
（犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支
援業務の委託に要する経費（国庫補助金）：
平成18年度　20百万円、19年度　20百万円）。

被害者警 察

①

・被害者の手引の交付
・民間団体についての説明 ②
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・口頭
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危機介入的支援④

・被害者の氏名、連絡先等
・犯罪被害の概要 ⑤

提供

又は

・対応可能な曜日、時間帯
・対応可能な被害者の範囲
（罪種・居住地域）
・提供可能な援助の種類等
　についてあらかじめ通知

民間被害者支援団体

都道府県
公安委員会
指定

犯罪被害者等
早期援助団体

特定公益増進法人等

都道府県知事
認定

平成19年10月1日現在
13団体 平成19年10月1日現在

6団体

寄附金控除等の対象とな
る特定公益増進法人及び
相続財産を贈与した場合
に相続税が非課税となる
法人の範囲に加えられる

☆被害者等に対する援助の必要性に関す
る広報活動及び啓発活動
☆犯罪被害等に関する相談
☆犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
☆物品の供与又は貸与、役務の提供その
他の方法による被害者等の援助

犯罪被害等の早期の軽減に資する事業
を適正かつ確実に行うことができると
認められる非営利法人 ◎公的認証による社会的信用が高まる

　（被害者等が安心して援助を受けられる）
◎警察から援助に必要な情報が提供される
ことにより能動的なアプローチができる

犯罪被害者等早期援助団体

　　　　　　　出典：内閣府犯罪被害者等施策ホームページ（第５回「民間団体への援助に関する検討会」警察庁資料）
　　　　　　　※団体数については白書への掲載に伴い、時点修正を行っている。
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第２章　犯罪被害者等のための具体的施策

⑵　民間犯罪被害者支援団体に対する相
談業務の委託

　警察において、民間被害者支援団体で犯罪
被害者等からの電話相談や面接相談などに従
事するボランティアの人々に対し、「民間被
害者相談員」として相談業務を委託している
（民間被害者支援団体に対する相談業務の委
託に要する経費（国庫補助金）：平成18年度
　93百万円、19年度　124百万円）。

⑶　民間被害者支援団体等との連携
　警察において、被害者支援活動を行うこと
を目的に設立された民間被害者支援団体と
密接に連携し、きめ細かく、犯罪被害者等の
ニーズに対応している。特に、都道府県公安
委員会から犯罪被害者等早期援助団体として
指定された民間被害者支援団体には、犯罪被
害者の氏名や犯罪被害の概要などの情報を提
供し、連携を強化して、被害者支援に当たっ

ている。

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑷　民間の団体への支援の充実
　警察・厚生労働省において、民間の団体へ
の財政的援助に努めるとともに、団体の活
動に関する広報、研修に関する講師派遣や会
場の借上げなどの協力などの支援を行ってい
る。
　警察においては、民間被害者支援団体が実
施する研修への講師の派遣などの支援に努め
ているほか、活動支援、相談業務の委託、広
報啓発活動業務の委託、犯罪被害者等早期援
助団体に対する直接支援業務の委託に要する
経費を、平成19年度予算で措置し、財政的援
助の充実に努めている。

民間被害者支援団体等に対する
活動支援に要する経費

○全国斉一な被害者支援を行う
　ための意見交換や情報共有化
○相談員の研修などの機会を設ける
　　　　　　　　　　  国費　800万円

犯罪被害者等早期援助団体に対する
直接支援業務の委託に要する経費

○直接支援員の委嘱
○直接支援員の研修
　　補助金　2,000万円 → 2,000万円

民間犯罪被害者支援団体に対する
相談業務の委託に要する経費

○民間団体相談員の委嘱
○民間団体相談員の研修
　　補助金 9,300 万円 → 12,400万円

民間被害者支援団体に対する広報
啓発活動業務の委託に要する経費

○各種広報活動の企画立案、管理運営
○講演会等の啓発活動の企画立案、管理運営
　　補助金　5,500万円 → 5,900万円

平成19年度　2億1,100万円

民間被害者支援団体

国による民間被害者支援団体に対する財政的援助
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第４節　支援等のための体制整備への取組

　厚生労働省においては、虐待対策に取り組
む民間団体が実施する養成・研修事業などへ
の児童相談所からの講師派遣、配偶者からの
暴力被害者等の支援を行う民間の団体が実施
する支援者などの養成・研修などへの婦人相
談所からの講師派遣について、積極的に支援
を行っている。
　法務省・文部科学省・国土交通省において
も、民間団体の活動に関する広報、研修に
関する講師派遣や会場の借上げなどの支援を
行っている。

⑸　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
法の適切な運用

　内閣府において、「特定非営利活動促進法」

提供：警察庁

各種キャンペーンの後援

被害者への手引に連絡先掲載

犯罪被害者対策車両の利用

警察施設（会議室等）の貸し出し

直接支援業務の同行

講師の手配・派遣

団体の設立や運営についての
積極的支援人

的
援
助

物
的
援
助

そ
の
他

警
　
　
　
　
　

察

民
間
被
害
者
支
援
団
体

民間被害者支援団体に対するその他の援助

（平成10年法律第７号）に基づく犯罪被害者
等の援助を行う団体などを含む民間非営利
団体からの法人格の取得申請に対し、同法
の適切な運用に努めている（内閣府ＮＰＯ
ホームページ：http://www.npo-homepage.
go.jp/）。

⑹　全国被害者支援ネットワークに対す
る協力

　警察において、全国被害者支援ネットワー
ク（Ｐ96　コラム７「民間団体の取組」参照）
の運営・活動に対し、協力している。


